
ジェンダー平等は開発にとって重要である
　ジェンダー平等はそれ自体が開発目的の核心である．また，それはスマートな経済

学でもある．ジェンダー平等により，生産性を高め，次世代のために開発成果を改善

し，制度をより重要なものにすることができる．

• 生産性の上昇．女性は今や世界全体の労働力の 40％，世界の農業労働力の

43％，世界の大学生の半分以上を占めている．彼らのスキルや才能がもっと十

分に活用されれば，全体の生産性が上昇するだろう．例えば，仮に女性農民が肥

料やその他の投入物を男性と同じように入手できれば，マラウイやガーナではト

ウモロコシの収量が約 6 分の 1 は増加するだろう．特定の分野や職業において

も，女性の労働を差別している障壁を取り除けば，労働生産性を 25％も上昇さ

せることができる国がなかにはあるだろう．

• 次世代のための成果改善．女性が家計資源に対するコントロールを強めれば，子

供たちに利益がもたらされる形で支出パターンが変化することによって，当該国

の経済成長の見通しを高めることができる．また，女性の教育や健康の改善は，

ブラジル，ネパール，パキスタン，セネガルなどさまざまな諸国で，子供たちの

いろいろな成果の改善に結び付いてきている．

• より代表的な意思決定．ジェンダー平等はより一般的に社会にとって重要であ

る．経済的・政治的・社会的な主体として女性をエンパワー（強化）すれば，政

策選択が変化して，制度はより広範な声を代表したものになり得よう．インドで

は，地方レベルで女性に権限を付与したおかげで，女性にとってより重要な水や

衛生設備など公共財の提供が増加した．

開発によってジェンダー格差は若干縮小してきている
　成人女性や少女が直面する不利のなかで，過去四半世紀の間に急速に縮小してきた

ものには以下のものが含まれる：

• 就学率．初等教育におけるジェンダー格差はほぼすべての諸国で縮小してきてい

る．中等教育ではこの格差は急速に縮小しつつある．特にラテンアメリカ，カリ

ブ，東アジアなどを中心に，多数の諸国では逆転して，今や不利なのは少年や若

い男性である．途上国においては，45 カ国の中等学校で少女が少年を人数で上

回っており，60 カ国の大学で若い女性が若い男性を人数の上で凌駕している．

『世界開発報告 2012』の
主要なメッセージ
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• 余命．1980 年以降，世界のあらゆる地域で女

性の方が男性よりも長生きするようになってい

る．また，低所得国では，現在の女性は 1960

年頃に比べて平均的に 20 年長生きするであろ

う．

• 労働力参加率．発展途上世界のほとんどで女性

の有給職参加が増加したのを受けて，過去 30

年間に 5 億人超の女性が世界の労働力に新た

に参加するようになった．バングラデシュ，コ

ロンビア，イランなど多種多様な途上国におけ

る，出生率の前例のない低下が重要な理由であ

る．

…しかし，他の格差は残存している
　ジェンダー格差は先進国も含めて依然として多く

の地域で残っている．最も執拗でひどいものとして

は以下のものがある．

• 少女・成人女性の超過死亡率．多数の低・中所

得国では，男性との相対比でみて，女性は先進

国におけるよりも死亡する確率が高い．このよ

うな死亡は 60 歳未満の少女や成人女性につい

て，毎年約 390 万人に達していると推定され

ている．その内訳として，約 5 分の 2 が死産，

6 分の 1 が乳幼児死亡，3 分の 1 強が出産適齢

期における死亡となっている．また，この数字

はサハラ以南アフリカでは，特に子供時代や出

産適齢期の女性と，HIV/ エイズの流行で大打

撃を受けた諸国を中心に増加傾向にある．

• 女子の学校教育における格差．全体的な進展に

もかかわらず，女子の初等及び中等学校就学率

は，多くのサハラ以南アフリカ諸国と南アジア

の一部諸国では，社会的弱者グループについて

男子よりも大幅に低いままである．

• 経済機会へのアクセスが不平等．女性は男性よ

りも無給の家事労働者として，あるいは非公式

部門で働く可能性が高い．女性企業家が活動し

ているのは中小企業や利益が少ない部門であ

る．その結果，女性はどこの国でも男性よりも

労働による収入が少ない傾向にある．

• 家庭や社会における発言権の格差．多数の諸国

で，女性――特に貧しい女性――の家計の決定

に関する発言権や資源に対するコントロールが

弱い．また，ほとんどの諸国で，女性は男性に

比べて形式的政治への参加が少なく，政治の上

層部における代表者数も少なすぎる．

進展と抵抗を理解する
所得の増加それ自体があらゆる面でジェンダー平等

化をもたらすわけではない．それどころか，ジェン

ダー格差が速やかに解消した諸国をみると，それは

市場や制度――公式か非公式かを問わず――が機能

すると同時に進化し，成長が実現し，このようなす

べての要因が世帯の決定を通じて相互作用したおか

げである．例えば，教育では，所得の増加（予算

制約を緩めることによって），市場（女性向けに新

しい雇用機会を提供することによって），公式制度

（学校を拡充しコストを低下させることによって）

などすべてが一緒になって，広範囲にわたる諸国で

家庭の決定に影響し，少女や若い女性を教育するこ

とが支持されるようになったのである．

少女や女性が他の不利に直面している場合にはジェ

ンダー格差が存続する．貧しい場所の貧しい女性に

とっては，大きなジェンダー格差が残っている．こ

のような格差は，貧困が遠隔性，民族性，身体障害

など他の形の排他性と組み合わさると，さらに大き

くなる．例えば，ベトナムの少数民族の女性の場

合，分娩の 60％以上が産前ケアなしに行われてい

る．これは多数派であるキン族女性の 2 倍である．

市場，制度，そして家計は組み合わさって進展を制

約することもある．例えば，生産性や所得にかかわ

るジェンダー格差は一般的である．また，次のこと

にかかわる根深いジェンダー差別がその動因となっ

ている．すなわち，時間の利用（家事や介護の仕

事に関する社会規範を反映），土地や資産にかかわ

る所有権や支配力，市場や公式制度の機能（女性に

とって不利に作用する）などである．
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グローバル化は助けになり得る．現在のグローバル

化した世界では，貿易の開放性や安価な情報通信技

術などといった潮流は，次のことによってジェン

ダー格差を削減する潜在性をもっている．すなわ

ち，女性を市場や経済機会に結び付ける，ジェン

ダー問題に関する男女の態度や規範を見直す，各国

がジェンダー平等化を奨励するなどである．しか

し，その影響は有効な国内政策措置がなければ弱

まってしまうだろう．

国内政策措置の優先課題
　途上国の政策立案者は，開発に対する成果が潜在

的に最大で，所得の増加そのものは格差の削減にほ

とんど役に立たず，政策の方向転換が最大の利益を

もたらすようなジェンダー格差に焦点を当てる必要

があるだろう．その優先課題は次の通りである：

• 少女や成人女性の超過死亡率に取り組み，凝り

固まったまま残存している教育におけるジェン

ダー差別を撲滅する．

• 男女間における経済機会の利用の格差と，それ

に伴う所得や生産性の格差を解消する．

• 家庭や社会における発言権におけるジェンダー

格差を縮小する．

• ジェンダー不平等が世代を超えて再生産するの

を制限する．

　ジェンダー平等をもたらすためには，焦点を絞っ

た持続的な国内の公的措置が必須である．また，そ

れが有効であるためには，このような政策はジェン

ダー格差の根本原因を標的にする必要があろう．妊

産婦死亡率など一部の分野については，政府は進展

にとって唯一の制約要因（サービス提供制度が弱

い）に取り組む必要があるだろう．経済機会の利用

にかかわる格差などの他の分野では，政策は進展を

制限している市場や制度の機能に由来する複数の制

約要因に取り組む必要があるだろう．この場合，政

策立案者はこのような制約要因に優先順位を付け，

同時に，あるいは逐次的にこの問題に取り組む必要

があろう．

• 乳児期，幼児期，出産適齢期における少女や成

人女性の超過死亡率を削減するためには，サー

ビス（特に清潔な水，衛生設備，妊産婦ケア）

の提供を改善する政策措置が最も重要である．

ベトナムは清潔な水と衛生設備の利用を拡大す

ることによって，若い女子の超過死亡率を削減

することができた．

• 執拗な教育格差を縮小するためには，貧困，民

族性，地理などの理由で疎外されている場合に

は，少女や成人女性のアクセスを改善し，ジェ

ンダー格差が逆転している場合には男子に手を

差し伸べる政策が必要であろう．就学や通学を

条件とする現金給付は，このようなグループに

支援が行き渡るという点で有効なことが多い．

パキスタンでは貧困家庭の少女を就学させるた

めにそのような給付が使われ，ジャマイカでは

リスクにさらされている少年の就学を維持する

ために，条件付き現金給付が頼りにされてい

る．

• 所得や生産性における男女格差を縮小するため

には，女性の経済機会の利用に不当に影響して

いる多種多様な制約要因に取り組む一連の政策

が必要である．これには状況に応じて以下のよ

うな措置が含まれる：
 Ο  女性の時間制約を除去する．そのために，育

児サービスを提供したり（コロンビアにおけ

る働いている母親向けの補助金付きデイケ

ア・プログラムのように），インフラを改善

したりする（南アフリカにおける農村部の電

化計画のように）必要がある．
 Ο  特に土地（エチオピアでは夫婦に共同地権を

付与）や信用（バングラデシュ）など生産的

な資源に対して，女性のアクセスを改善す

る．
 Ο  女性に不利な情報問題や制度的な偏見に取り

組む．これには割当制や職業斡旋プログラム

の利用（ヨルダン），サービス提供制度にお

けるジェンダー偏見の改革（インドのオリッ

サ州では農業普及指導のために，女性の自助

グループを通じて実施された）などがある．

• 家庭や社会における発言権についてジェンダー
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格差を縮小するためには，社会の規範と信念を

合わせた影響力，経済機会の女性の利用形態，

法的枠組み，女性の教育やスキルに取り組む政

策が必要である：
 ○  家庭内で発言権を平等化するためには，家計

資産に対する女性のコントロールを高める措

置や，特に女性の財産権を強化することよっ

て，資産を累積できる能力を 高める法律が

とりわけ重要である．モロッコでは最近の家

族法の改革がその一例であり，婚姻中に取得

した財産に関して夫婦の財産権は平等である

とされた．
 ○  社会における女性の発言権を高めるための政

策には，政治的代表制にかかわる割当制や

（世界中の多数の諸国で実施されている），将

来の女性指導者を育成及び訓練し，労働組合

や専門職団体などのグループにもっと女性を

関与させる措置が含まれる．

• 世代を超えたジェンダー格差の再生産を制限す

るためには，青年や若い成人に政策が行き渡る

ことが重要である．なぜならば，スキル，将来

の健康，経済展望，抱負の取得を決定付けるこ

とにつながる意思決定を行うのが，この年代だ

からである．したがって，介入策は次の点に焦

点を当てる必要がある．
 Ο  人的及び社会的資本を構築し（マラウイにお

ける現金給付プログラム），教育や保健教育

プログラムの収益率に関する情報を改善する

（ドミニカ共和国ではそのおかげで少年たち

は就学を継続している）．
 Ο  職業や生活スキルの訓練プログラムで学校か

ら仕事への移行を円滑化する（ウガンダ）．
 Ο  支配的な社会規範に挑戦する女性の政治指導

者など，お手本となる人との接触によって，

女性の抱負を改善する．

国際社会の役割
　国内政策措置は決定的に重要ではあるが，このよ

うな 4 つの優先分野それぞれにおける取り組みを

補完したり，より一般的には，データの改善，イン

パクトの評価，学習を通じて，実際の証拠に基づく

公的措置を支援したりすることにおいて，国際社会

も一定の役割を果たすことができる．

• 一部の分野については，教育面でのジェンダー

格差の場合と同じく，現在の支援を調整するこ

とが必要になるだろう．例えば，万人のための

教育単刀直入的なイニシアティブが不利な少年

少女に確実に届くようにする，あるいは若い少

女に焦点を絞ったパートナーシップと同じよう

に既存の努力を維持することが必要であろう．

• その他の分野では，多方面にわたり新しい，あ

るいは追加的な措置が必要とされるだろう．そ

れは資金供与の増加，革新や学習を促進するた

めの調整に向けた取組み，より有効なパート

ナーシップなどを組み合わせたものになるだろ

う．
 Ο 資金供与は特に最貧国が少女や成人女性の超

過死亡率を削減し（清潔な水や衛生，妊産婦

保健サービスに対する投資を通じて），教育

における執拗なジェンダー格差を除去するの

を支援することに振り向けられるべきであ

る．
 Ο 特に次のようなことのために支援の増加が必

要とされている．すなわち，ジェンダー別に

分解されたデータの入手可能性を改善し，市

場やサービス，司法に対する女性のアクセス

を改善するためのメカニズムに関する実験や

体系的な評価を促進する．
 Ο パートナーシップは政府や開発機関を超えて

拡大し，途上国と先進国両方の民間部門，市

民社会組織，学術機関を含むべきである．
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